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平
成
20
年
度　

中
小
企
業

　

関
係
概
算
要
求
概
要
公
表

　　
経
済
産
業
省
中
小
企
業
庁
は
、
こ
の

た
び
「
平
成
20
年
度
中
小
企
業
関
係 

概

算
要
求
・
財
政
投
融
資
要
求
の
概
要
」

及
び
「
平
成
20
年
度
中
小
企
業
関
係
税

制
改
正
意
見
の
概
要
」
を
公
表
し
た
。

Ⅰ　

中
小
企
業
関
係
概
算
要
求
の
概
要

１
．
基
本
的
考
え
方

　

我
が
国
経
済
は
、
全
体
と
し
て
緩
や

か
に
息
の
長
い
景
気
回
復
を
続
け
て
い

る
が
、
企
業
規
模
や
地
域
に
よ
る
ば
ら

つ
き
が
拡
大
し
て
い
る
。
企
業
倒
産
に

つ
い
て
も
、
全
体
の
倒
産
件
数
が
下
げ

止
ま
る
中
、
小
規
模
な
倒
産
件
数
は
増

加
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

下
、
中
小
・
小
規
模
企
業
等
に
よ
る
活

性
化
を
目
指
す
「
地
域
」、
意
欲
と
成
長

可
能
性
を
有
す
る
中
小
「
企
業
」、
団
体

の
世
代
を
は
じ
め
と
す
る
人
材
（「
ヒ

ト
」）、
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
在
力
を
発
揮
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
・
小
規
模
企

業
の
底
上
げ
を
図
り
、
将
来
の
成
長
と

地
域
の
活
性
化
を
実
現
す
る
。

２
．
概
算
要
求
額

平
成
20
年
度
要
求
額  

１
，
５
６
９
億
円

平
成
19
年
度
予
算
額  

１
，
２
６
０
億
円

対
前
年
増
減　
　
　

    

＋
３
０
９
億
円

　

※
こ
の
他
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
計
上
あ
り
。（
平
成
19
年
度
は

３
８
０
億
円
。
平
成
20
年
度
の
要
求
額

は
調
整
中
。）

３
．
重
点
項
目

⑴
「
地
域
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

①
意
欲
あ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
強

化
【
１
５
０・４
億
円
（
2
億
円
）】

　

小
規
模
事
業
者
等
が
基
礎
的
な
経
営

力
強
化
を
図
り
、
将
来
の
発
展
・
成
長

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
挑
戦
を
応
援
す

べ
く
、
Ｉ
Ｔ
の
活
用
を
通
じ
た
会
計
・

財
務
等
の
経
営
能
力
の
向
上
を
支
援
す

る
。

②
地
域
中
小
企
業
の
再
生
支
援 
【
53
億

円
（
３
３・２
億
円
）】

　

こ
れ
ま
で
約
１
，
８
０
０
件
の
再
生

計
画
を
と
り
ま
と
め
た
各
地
域
の
中
小

企
業
再
生
支
援
協
議
会
及
び
全
国
本
部

の
体
制
を
拡
充
強
化
し
、
再
生
フ
ァ
ン

ド
と
一
体
と
な
っ
た
「
地
域
中
小
企
業

再
生
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
強
化
す

る
。
地
域
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
の
事
業
再
生
に
即
応
し
、
き
め
細
か

く
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
整
備
す
る
。 

③
「
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
推
進
【
１
１
７
億
円

（
１
０
１・３
億
円
）】

　
「
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
を
推
進
し
、地
域
に
お
け
る
新
商
品
、

新
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
を
支
援
す
る
。
各

地
域
の
「
強
み
」
で
あ
る
地
域
資
源
（
産

地
の
技
術
、
農
林
水
産
品
、
観
光
資
源
）

を
活
用
し
、
５
年
間
で
１,
０
０
０
件

の
新
事
業
創
出
を
目
指
す
。  

④
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
・
商
店
街
の
活

性
化【
１
２
１・３
億
円（
９
２・７
億
円
）】

　

コ
ン
パ
ク
ト
で
に
ぎ
わ
い
あ
ふ
れ
る
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
空

き
店
舗
を
利
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機

能
の
強
化
や
就
業
機
会
の
創
出
な
ど
、

そ
の
集
積
性
・
立
地
環
境
を
活
か
し
た

様
々
な
社
会
機
能
が
集
積
す
る
場
と
し

て
商
店
街
の
活
性
化
を
推
進
す
る
。  

⑵
「
企
業
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

⑤
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化 

【
26
億
円
（
2
億
円
）】

　

事
業
の
将
来
性
、
後
継
者
不
足
、
相

続
人
間
の
遺
産
分
割
や
遺
留
分
、
相
続

税
の
問
題
な
ど
、
日
本
経
済
を
支
え
る

べ
き
中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
は
様
々

な
問
題
が
あ
る
。
事
業
の
継
続
・
発
展

を
通
じ
た
雇
用
確
保
や
地
域
経
済
の
活

力
維
持
を
図
る
べ
く
、
法
的
措
置
を
含

め
た
事
業
承
継
円
滑
化
の
た
め
の
総
合

的
な
支
援
策
を
講
ず
る
。  

⑥
下
請
適
正
取
引
等
の
推
進 

【
6
億
円

（
０・９
億
円
）】

　

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
の
観
点
か

ら
、
下
請
取
引
に
関
す
る
各
種
相
談
対

応
機
能
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
下
請
代

金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
厳
格
な
運
用

に
努
め
る
と
と
も
に
、「
下
請
適
正
取
引

等
の
推
進
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

周
知
等
に
よ
り
、
下
請
適
正
取
引
等
の

推
進
を
図
る
。 

⑦
資
金
調
達
の
円
滑
化 

【
２
０
３・８
億

円
（
77
億
円
）】

　

金
融
情
勢
は
全
般
的
に
は
緩
和
し
つ

つ
あ
る
も
の
の
、
二
極
分
化
が
広
が
り
、

小
規
模
企
業
を
中
心
と
し
て
、
資
金
調

達
難
に
直
面
す
る
中
小
企
業
は
多
い
。

担
保
・
自
己
資
本
が
不
足
し
が
ち
な
小

規
模
企
業
等
へ
の
資
金
供
給
機
能
の
強

化
、
運
転
資
金
不
足
を
克
服
す
る
た
め

の
売
掛
債
権
の
早
期
現
金
化
支
援
等
、

従
来
手
薄
だ
っ
た
企
業
の
資
金
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
策
を
講
ず
る
。

⑧
中
小
企
業
の
Ｉ
Ｔ
化
、
研
究
開
発
等

の
支
援
【
１
６
４・９
億
円
（
99
億
円
）】

　

Ｉ
Ｔ
専
門
家
の
派
遣
や
情
報
シ
ス
テ

ム
へ
の
投
資
の
促
進
等
に
よ
り
、
中
小

企
業
の
Ｉ
Ｔ
化
を
強
力
に
推
進
す
る
。

⑶
「
ヒ
ト
」
の
潜
在
力
の
発
揮 

⑨
中
小
企
業
に
お
け
る
人
材
能
力
の
向

上
【
２
８・８
億
円
（
５
・４
億
円
）】

　

若
手
人
材
の
量
的
不
足
等
の
一
方
、

団
塊
の
世
代
は
大
量
に
定
年
を
迎
え
る
。

大
企
業
、
都
市
部
に
偏
在
し
た
団
塊
世

代
の
有
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
活
用

さ
れ
る
よ
う
、
企
業
等
を
退
職
し
た
人

材
が
、
地
域
・
中
小
企
業
で
新
現
役
と

し
て
再
活
躍
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す

る
（「
新
現
役
チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」）。

⑩
新
事
業
創
出
・
創
業
の
支
援

【
２
２・８
億
円
（
２
２・６
億
円
）】

　

創
業
の
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供
給
、

販
路
開
拓
の
全
国
展
開
の
促
進
な
ど
、

創
業
に
係
る
経
営
を
支
援
し
、
地
域
に

お
け
る
小
規
模
事
業
者
等
の
挑
戦
を
支

援
す
る
。 

Ⅱ　

 

中
小
企
業
関
係
税
制
改
正
意
見
の

概
要

　

年
間
29
万
社
の
廃
業
の
う
ち
、
後
継

者
不
在
に
よ
る
も
の
が
7
万
社
、
そ
れ

に
伴
う
雇
用
の
喪
失
が
毎
年
20
万
～

35
万
人
に
上
り
、
事
業
承
継
問
題
へ
の

対
応
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、

地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
の
生
産

性
向
上
・
成
長
の
底
上
げ
に
向
け
た
投

資
の
加
速
を
図
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
基
本
的
視
点
に
立
ち
、

（
１
）
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
、

（
２
）
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
・
成
長

の
底
上
げ
、（
３
）
中
小
企
業
者
に
対
す

る
留
保
金
課
税
停
止
措
置
の
延
長
、（
４
）

能
登
半
島
地
震
及
び
新
潟
県
中
越
沖
地

震
の
被
災
者
支
援
と
被
災
地
の
復
興
の

た
め
の
特
例
措
置
、
等
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
い
る
。




